
資料５－１

２ １ 生 産 第 ８ ２ ９ 号

平 成 ２ １ 年 ６ 月 ２ 日

食料・農業・農村政策審議会会長 殿

農林水産大臣 石破 茂

果樹農業の振興を図るための基本方針について（諮問）

果樹農業振興特別措置法（昭和３６年法律第１５号 )第２条第１項に

基づき果樹農業の振興を図るための基本方針を定めるに当たり、留意す

べき事項について、同条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求め

る。



資料５－２

平 成 ２ １ 年 ６ 月

生産局生産流通振興課

果樹農業振興基本方針の策定について

食料・農業・農村基本計画の見直しに併せ、果樹農業振興特別措置法（昭和

３６年法律第１５号）に基づく果樹農業振興基本方針（以下「基本方針」とい

う ）について、食料・農業・農村政策審議会生産分科会果樹部会において、。

検討を開始する必要。

１ 基本方針の性格

基本方針は、果樹農業振興の基本的な方向を明らかにするために、おおむね

５年ごとに定められるもの。現行の基本方針は、当時の食料・農業・農村基本

計画に合わせ、平成１７年３月に策定。

○ 基本方針の策定状況（今後の予定を含む）

公表年月 目標年度

第１次 昭和４２年 ３月 昭和５１年度

第２次 昭和４７年 ３月 昭和５６年度

第３次 昭和５１年 ８月 昭和６０年度

第４次 昭和５５年１２月 平成 ２年度

第５次 昭和６１年 ２月 平成 ７年度

第６次 平成 ２年 ３月 平成１２年度

第７次 平成 ７年１２月 平成１７年度

第８次 平成１２年 ４月 平成２２年度

第９次 平成１７年 ３月 平成２７年度

第10次 平成２２年 ３月 平成３２年度

２ 基本方針において定める事項

法第２条に基づき、主要な果樹の種類（かんきつ類、りんご等１３品目が

政令指定）につき、以下の事項を策定。

(1) 果樹農業の振興に関する基本的な事項

(2) 果樹の需要の長期見通しに即した栽培面積その他果実の生産目標

(3) 栽培に適する自然的条件に関する基準

(4) 近代的な果樹園経営の基本的指標

(5) 果実の流通及び加工の合理化に関する基本的な事項

(6) その他必要な事項



（参 考）

果樹農業振興基本方針

平成１７年３月２５日
農 林 水 産 省



第１ 果樹農業の振興に関する基本的な事項

我が国の果樹農業は、限られた国土の中で中山間傾斜地を中心に立地し、付加価
値の高い農業を展開しているが、高齢化の進展や耕作放棄地の増加等生産基盤の脆弱
化が進んでいる。

果実は、国民に豊かで潤いのある食生活をもたらすとともに、健康の維持に欠く
ことのできないビタミン、ミネラル、食物繊維等各種の栄養成分や機能性成分の重要
な供給源であるが、国民の健康志向が高まる中で、これらに対する認識が高まってい
る。

しかしながら、近年の果実及び果実製品の需要については、概ね横ばいで推移し
ており、特に若年層を中心とした食の簡便化志向の強まりを背景とする果実離れ等に
より、需要が伸び悩んでいる状況にある。

今後の果樹農業については、このような状況の下、豊かな食生活、健康の維持増
進を図る上で欠くことのできない果実の重要性を踏まえ、担い手が中心となって多様
な消費者ニーズに的確に対応した生産・販売活動が行えるよう、次の事項を基本とし
て、果樹産地の構造改革等を進めることとする。

１ 国際化の進展に対応した産地構造の改革
果樹農業については、これまで、産地において、担い手の明確化や生産から出荷

・販売まで一貫した方針を持った取組が必ずしも行われていなかったことに加え、後
継者不足や高齢化の進展、基盤整備や担い手の規模拡大の遅れにより、生産基盤の脆
弱化が見られる状況となっている。

今後、国際化の進展や食料消費の多様化に対応し、果樹農業の継続・発展を図る
ためには、消費者ニーズの動向に即した果実の生産を推進することが必要である。ま
た、果樹農業が集出荷施設等を核として産地を形成し、産地ごとに特色を持った取組
が行われていることを踏まえ、目指すべき産地の姿を明確にした上で、戦略的な生産
・販売により競争力のある産地を構築する必要がある。

(1) 果樹産地構造改革計画の策定
産地自らが、具体的な目標とそれを実現するための戦略を内容とする「果樹産

地構造改革計画 （以下「産地計画」という ）を策定する必要がある。産地計画」 。
には、量販店との契約による低コストかつ安定的な果実の生産、高品質化の追求
による高価格販売の推進、観光果樹園や直販による農村都市交流等、多様な戦略
の選択肢の中から目指すべき産地の姿を明確に位置づける。次に、これを実現す
るための取組として「合意形成のための体制 「担い手の明確化 「担い手への」、 」、
園地集積の取組方法 「園地基盤の整備 「販売戦略」等を定めるものとする。」、 」、

産地計画の策定に当たっては、関係機関が十分連携した合意形成のための検討
体制（生産者、農業協同組合、市町村、普及センター、農業委員会等関係者によ
る産地協議会）の下で進める。その際、国や県は、産地計画策定のための目安の
提示を、市町村は、指導・調整等を行うことが必要である。

(2) 担い手の育成・確保
果樹産地においては、産地ごとに多様な経営体がそれぞれの役割を担いつつ、

特色のある取組を行っているという、果樹農業の実態を踏まえ、認定農業者制度
を基本とし、産地自らが策定する産地計画において担い手とその育成方法を明確
にするものとする。また、担い手以外の農業者の役割も明確にするものとする。

その場合、農業所得が主で、主に農業に従事している６０代までの者が存在す
る農家（主業農家に準じた概念）を中心に担い手を明確にする。加えて 「新規参、
入者 「農業生産法人へ発展していくことが見込まれる生産者組織」等、今後と」、



も継続して果樹農業を担っていく多様な経営体についても、担い手に位置づける
よう配慮が必要である。

(3) 産地計画に基づく生産基盤の構造改革
産地計画に基づく、園地の基盤整備、担い手への集積及び労働力の確保につい

ては、担い手の育成に資する観点から、これらの取組を効率的に組み合わせた一
体的な取組を推進するものとする。

特に、園内道整備、園地の傾斜緩和等の基盤整備に当たっては、優良品目・品
種への転換、省力・低コスト技術の導入と併せて推進するものとする。

また、担い手に園地を集積するため、園地の傾斜、土壌条件等の園地情報を的
確に把握・整備しつつ、園地の貸借を推進する体制の充実を図るものとする。

さらに、個人単位での雇用の確保には限界があるため、産地において労働力を
調整するシステムの構築を図るものとする。その場合、産地内外の労働力を検討
するとともに、多品目の複合経営、加工や観光果樹園等を含めた経営の多角化に
よる労働力分散も視野に入れるものとする。

(4) 需要に見合った果樹生産の推進
近年、国際化の進展や食料消費が多様化する中、食べやすさ、おいしさ、多様

な品目へのニーズが高まっており、これに的確に対応する生産供給体制の確立が
、 。必要であり これに対応する上で優良な新品種の効果的な導入が求められている

このため、産地計画で定める販売戦略の下、消費者ニーズに沿った品目・品種
構成への転換等が必要である。具体的には、供給過剰が見込まれる品目・品種を
対象に、改植等を積極的に推進するものとする。

この場合、国産果実の端境期需要（４～６月）に対応した優良晩かん類等への
転換を促進すること、販売サイドと連携して「旬」や「品質の良さ」等を強調す
るため、品質管理の高度化によるブランド化を推進すること等、産地の実情に即
した取組を進める。

なお、高品質、食べやすさに着目した新品種の育成・導入を促進し、品目・品
種の多様化を図ることが重要である。

２ 担い手の経営改善
国産果実の需要が伸び悩む中、特に、うんしゅうみかん、りんごについては、生

産量・品質の変動により価格が不安定であることから、平成１３年度から１８年度ま
でを計画期間として、適切な需給調整を実施するとともに、それでもなお価格が基準
を下回った場合には価格補てんを行う「需給調整・経営安定対策」を実施してきたと
ころである。

(1) 需給調整の適切な推進
需給調整・経営安定対策の実施により、生産調整については、おおむね計画に

近い水準を実現し、うんしゅうみかんでは隔年結果が是正されつつあるなど一定
の成果が見られる。

しかし、生産出荷目標量の一律配分により高品質果実を生産する担い手の生産
意欲が減退しており、また、一時的な出荷集中も見られ価格低下の要因となって
いる。

平成１８年度まで実施する需給調整対策においては､これらの課題に対処するた
め、生産出荷目標量の配分方法の改善により、担い手の生産拡大の促進等の運用
改善を行う。加えて、構造的な過剰感のあるうんしゅうみかん等について、国産
果実の端境期需要に対応した優良晩かん類等への転換、条件不利園地の廃園を進
めるものとする。



平成１９年度以降についても､引き続き生産者団体が中心となった需給調整が不
可欠である。その場合、うんしゅうみかん等については、構造的な供給過剰の改
善を引き続き推進するものとする。

、 、 、 、さらに うんしゅうみかん りんごについて 一時的な出荷集中がある場合は
生産者団体の主導により生食用果実を加工用途に仕向ける措置を講じる必要があ
る。

また、その他の品目についても、これまでと同様、需要に見合った生産のため
の生産者団体主導の需給調整を実施することが必要である。

(2) 担い手への経営支援の推進
経営安定対策については、価格低落時の補てんにより担い手の経営安定に寄与

しているものの、低品位果実の出荷による販売環境の悪化、毎年補てん対象とな
る県の存在等の課題に対応することが必要となっている。

このため、平成１８年度まで実施する経営安定対策においては、流通コストを
下回って出荷される低品位果実について、補てんの対象から除外し、価格低下を

、 。 、防止する等 担い手の経営安定に資するような運用改善を行うものとする また
気象災害による収量・品質低下により収入減を招く果樹の特性を踏まえて制度の
改善が進められてきた果樹共済(特に災害収入共済方式)が、農業者のセーフティ
ネットとして機能していることを踏まえ、その加入を促進するものとする。

平成１９年度以降においては、適切な需給調整対策の実施を前提に、経営安定
対策について、担い手の経営基盤の強化を支援するため、産地計画に即して行う
小規模な基盤整備、園地の流動化、改植等による優良品目・品種への転換等に対
する支援対策への移行を目指すものとする。併せて、経営安定を図る観点から、

。気象災害による減収を補てんする果樹共済への一層の加入を促進するものとする

なお、平成１９年度以降の需給調整、担い手への経営支援に関しては、その実効
性を確保することが必要である。特に、経営支援対策は地域や品目に応じて必要とす
る対策内容が異なることから、具体的内容・仕組みについて更に検討を行うこととす
る。

３ 国産果実の需要維持・拡大
果実等の摂取量は、生活スタイルの多様化等による食の外部化、簡便化志向等が

進展する中、近年横ばい傾向で推移しているものの 「第６次改定日本人の栄養所要、
量－食事摂取基準－の活用(平成１２年)」で目安とされた１日当たり目標摂取量１５
０ｇを満たしていない。加えて、世界的に見ても摂取量は少なく、特に若年層で極端
に少ない状況にある。

このため、平成１３年度から「毎日くだもの２００ｇ運動 （１日当たり目標摂取」
量（可食部）１５０ｇに皮・芯等廃棄部分を含めると概ね２００ｇ）を展開している
が、若年層や男女別のニーズに応える取組が十分でなかった。さらに、生産者及び生
産者団体と量販店等販売サイドとの連携した消費者への情報提供が不足していた。

今後は、消費者が果実を摂取することの重要性を再認識する取組、消費者ニーズ
の多様化に対応した的確な情報提供、果実の重要性を次世代へ伝えるとの観点に立っ
た食育への取組が重要であることを踏まえ、次の事項について重点的に取り組む必要
がある。

(1) 毎日くだもの２００ｇ運動の効果的な推進
「毎日くだもの２００ｇ運動」の各種取組（マスメディア､シンポジウム、イベ

ント等）間の連携と取組対象者の重点化等を図り、年代別、男女別、目的別に果
実の健康機能性、摂取目標量及び選び方・食べ方の情報提供の取組を一層、効果



的に推進するものとする。

(2) 消費者への情報提供と関連産業との連携
生産者、生産者団体においては、卸売市場や量販店等の販売サイド、外食産業

等関連産業と連携し、多様な消費者ニーズを踏まえた販売戦略を構築することと
する。さらに、品質、食べ頃、トレーサビリティ・システム等を通じた安全に関
する情報を、コスト負担にも配慮しつつ、消費者に的確に提供する取組が必要で
ある。

また、国産果実の外食への導入､コンビニエンスストアでの販売、カットフルー
ツとしての活用などの取組を推進するものとする。

(3) 食育と連携した取組
幼稚園、保育所等幼少期からの国産果実摂取の定着化の推進、果実の健康機能

性等の児童生徒及びその保護者への理解の促進を図ることが必要である。その一
環として、産地ごとに学校給食関係者や教育委員会と連携して、学校給食への国
産果実の定着化を推進するものとする。

これらの取組に当たっては、農林水産省、文部科学省、厚生労働省等が行う食
育の推進と連携を図るものとする。この場合、体験学習の場として果樹園の活用
も推進するものとする。

４ 国産果実の輸出振興
果樹農業の活性化を図るため、所得が向上している東アジア等を対象に、高品質

である国産果実の特性を活かし、輸出を強力に推進する必要がある。しかしながら、
果実の輸出については、産地が個別に対応しており、また、安価な外国産果実との競
争が激化している状況にある。

このため、生産者団体、都道府県、独立行政法人日本貿易振興機構等関係機関が
連携し、輸出に必要な情報の効率的な収集と共有化を図りつつ、輸出を一体的に推進
するための体制を整備することが必要である。その上で、高品質な国産果実の優位性
を活かした、新たな市場開拓や日本産ブランドとしての統一した出荷表示等を推進す
るものとする。

また、継続的かつ安定的な輸出を戦略的に推進するため、産地間の連携、集出荷
・貯蔵体制の整備を推進するものとする。

なお、輸出の促進に当たっては、各国の輸出阻害要因を分析し、輸出環境改善の
努力を強化すること等が必要である。



第２ 果実の需要の長期見通しに即した栽培面積その他果実の生産の目標

１ 果実の需要の長期見通し
近年､果実及び果実製品の消費がほぼ横ばい傾向にある中、今後１０年間で人口

の減少が見込まれることを考慮する｡その上で､今後の望ましい食料消費の姿として､
(1) 消費者や食品産業等関係者に健全な食生活のあり方や農産物・食品に関する情

報を提供し、特に若年層で見られる果物離れに対してより積極的に食生活の見直
し等に取り組むこと

(2) そのための運動として「毎日くだもの２００ｇ運動」が定着すること
を前提とし、果実の種類ごとに見込むこととする。

２ 果実の生産の目標
需要の長期見通しに即して、国産果実の生産・流通体制を確立し、需要に即した

生産の展開を図るため、
(1) 担い手の育成・確保、生産性向上への取組を計画的に行う産地の育成
(2) 食べやすいもの、おいしいもの、多様なものを求めるニーズの高まり等果実の

消費動向の変化に対応できる低コスト生産・供給体制の確立
等の課題が解決された場合に実現可能な生産数量とそれを達成するための栽培面積
の水準を生産努力目標として、果樹の種類ごとに設定する。



（単位：千トン、ｈａ）

国内消費仕向量 国内生産量 栽培面積

区 分

果樹の 平成15年度 平成２７年度 平成15年度 平成２７年度 平成２７年度
望ましい食料 生産努力目標 目標

種類 消費の姿

うんしゅうみかん １，１０８ ８９５ １，１４６ ９１５ ４３，３００

その他かんきつ ２，３７１ ２，４０６ ４３５ ６００ ３５，６００

り ん ご １，３６５ １，３５４ ８４２ ８８５ ４０，２００

ぶ ど う ５８２ ６３６ ２２１ ２４０ ２０，６００

な し ３７１ ４１１ ３６６ ４１０ １８，６００

も も ２３３ ２４５ １５７ １６７ １１，１００

お う と う ３９ ４５ １９ ２７ ５，７００

び わ ９ １０ ９ １０ １，９００

か き ２７３ ２９１ ２６５ ２９０ ２５，０００

く り ５４ ５１ ２５ ２１ １９，９００

う め １７７ ２３６ ８８ １３４ １８，４００

す も も ８７ １０５ ２３ ２７ ３，２００

キウイフルーツ ８８ ９１ ３７ ４５ ３，０００

パインアップル ３１８ ３０１ １１ １１ ５００

計 ７，０７５ ７，０７７ ３，６４４ ３，７８２ ２４７，０００

＜参考＞ 政令指定品目以外の果実分を加えた果実全体の姿

国内消費仕向量 国内生産量 栽培面積

平成15年度 平成２７年度 平成15年度 平成２７年度 平成２７年度
望ましい食料 生産努力目標 目 標
消費の姿

８，３６６ ８，３２２ ３，６７８ ３，８２６ ２５５，３００

（注）１５年度は、速報値である。



第３ 栽培に適する自然的条件に関する基準

高品質な果実生産を確実に図る観点から、果樹栽培に適する地域における平均気
温、冬期の最低極温、低温要求時間及び降水量に関する基準並びに気象被害を防ぐ
ための基準を果樹の種類ごとに設定する。

なお、やむを得ず基準を満たさない地域において栽培する場合には、あらかじめ
十分な対策を講じ、気象被害の発生を防止し、高品質な果実生産が確保されるよう
に努めるものとする。



降　水　量

年
4月1日～
10月31日

4月1日～
10月31日

うんしゅうみかん
15℃以上
18℃以下

腐敗果の発生や品質低下を防ぐため、11月から収穫前において降霜
が少ないこと。

いよかん、はっさく 15.5℃以上

ﾈｰﾌﾞﾙｵﾚﾝｼﾞ、甘夏みか
ん、日向夏、清見、不
知火、ぽんかん、きん
かん

16℃以上

ぶんたん類 16.5℃以上

たんかん 17.5℃以上
す上がり等の品質低下を防ぐため、12月から収穫前において-2℃以
下にならないこと。

ゆず 13℃以上 -7℃以上

かぼす、すだち 14℃以上 -6℃以上

レモン 15.5℃以上 -3℃以上
す上がり等の品質低下を防ぐため、11月から収穫前において降霜が
少ないこと。
傷害果や病害果の発生を防ぐため、強風の発生が少ないこと。

6℃以上
14℃以下

13℃以上
21℃以下

-25℃以上 1,400時間以上 1,300mm以下

7℃以上 14℃以上

-20℃以上
欧州種につ
いては
-15℃以上

巨峰について
は500時間以上

1,600mm以下
欧州種につい
ては1,200mm
以下

枝枯れや樹の倒壊を防ぐため、凍害及び雪害を受けやすい北向きの

傾斜地での植栽は避けること。

日本なし 7℃以上 13℃以上 -20℃以上
幸水について
は800時間以上

二十世紀につ
いては
1,200mm以下

西洋なし
6℃以上
14℃以下

13℃以上 -20℃以上 1,600時間以上 1,200mm以下

9℃以上 15℃以上 -15℃以上 1,000時間以上 1,300mm以下

7℃以上
14℃以下

14℃以上
21℃以下

-15℃以上 1,400時間以上 1,300mm以下

15℃以上 -3℃以上

甘がき 13℃以上 19℃以上 -13℃以上
枝折れを防ぐため、新梢伸長期において強風の発生が少ないこと。
新梢の枯死を防ぐため、発芽期において降霜が少ないこと。

渋がき 10℃以上 16℃以上 -15℃以上

枝折れや樹の倒壊を防ぐため、最大積雪深が概ね2m以下であるこ
と。
枝折れを防ぐため、新梢伸長期において強風の発生が少ないこと。
新梢の枯死を防ぐため、発芽期において降霜が少ないこと。

7℃以上 15℃以上 -15℃以上 新梢の枯死を防ぐため、発芽期において降霜が少ないこと。

7℃以上 15℃以上 -20℃以上

7℃以上 15℃以上 -18℃以上 1,000時間以上

12℃以上 19℃以上 -7℃以上
新梢の枯死を防ぐため、発芽期において降霜が少ないこと。
枝折れを防ぐため、新梢伸長期において強風の発生が少ないこと。

20℃以上 7℃以上

(注) １．表中に品種の記載がある場合にあっては当該品種、それ以外にあっては一般に普及している品種及び栽培方法によるものとする。

２．かんきつ類の果樹については、冬期の最低極温を下回る日が１０年に１回又は２回程度発生してもさしつかえないものとする。

３．低温要求時間とは、当該地域の気温が７．２℃以下になる期間の延べ時間である。

４．上記の基準については、最近２０年間の気象観測記録により評価する。

もも

おうとう

びわ

か
き

800時間以上

ぶどう

傷害果や病害果の発生を防ぐため、強風の発生が少ないこと。

な
し

パインアップル

キウイフルーツ

低温要求時間 気象被害を防ぐための基準

りんご

　　　　　　　　区　分
果樹の種類

平　均　気　温
冬期の

最低極温

-3℃以上

-5℃以上
す上がり等の品質低下を防ぐため、12月から収穫前において-3℃以
下にならないこと。か

ん
き
つ
類
の
果
樹

枝折れや樹の倒壊を防ぐため、最大積雪深が概ね2m以下であるこ
と。
花器の障害を防ぐため、開花期において降霜が少ないこと。

枝折れや樹の倒壊を防ぐため、最大積雪深が概ね2m以下であるこ
と。
新梢の枯死を防ぐため、発芽期において降霜が少ないこと。

くり

うめ 枝折れや樹の倒壊を防ぐため、最大積雪深が概ね2m以下であるこ
と。
花器の障害及び幼果の落果を防ぐため、開花期から幼果期において
降霜が少ないこと。すもも



第４ 近代的な果樹園経営の基本的指標

１ 目標とすべき１０アール当たりの生産量、労働時間及び機械の適正利用規模
生産性の高い果樹園経営を実現することを旨として、単収、労働時間及び機械の

適正利用規模に関する指標を果樹の種類ごとに設定する。



10ｱｰﾙ当たり
生産量

10ｱｰﾙ当たり
労働時間

機械の適正
利用規模

摘　　　要

ｷﾛｸﾞﾗﾑ 時間 ﾍｸﾀｰﾙ

3,100 87 5 隔年交互結実栽培、傾斜地用作業機

5,500 460 5 樹冠上部摘果、加温施設栽培

3,400 123 5 樹冠上部摘果、傾斜地用作業機

3,200 105 10 樹冠上部摘果、中型ｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾌﾟﾚﾔｰ

3,600 132 15 樹冠上部摘果、多目的ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ(傾斜地)

4,500 121 5 傾斜地用作業機

4,500 106 10 中型ｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾌﾟﾚﾔｰ

3,600 112 5 傾斜地用作業機

3,600 98 10 中型ｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾌﾟﾚﾔｰ

2,700 111 5 傾斜地用作業機

2,700 93 10 中型ｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾌﾟﾚﾔｰ

3,000 180 10 普通栽培

3,600 156 10 わい化栽培

1,800 180 10 露地栽培

1,800 280 10 無加温施設栽培

1,800 314 10 加温施設栽培

1,500 187 10 露地栽培

1,500 294 10 無加温施設栽培

1,500 317 10 加温施設栽培

青 な し 4,300 294 10
赤 な し 3,000 166 10
西 洋 な し 3,200 219 10

2,300 147 10
600 173 10 雨よけ施設栽培

1,300 234 10
2,000 114 10
350 49 10

1,800 97 10
3,000 164 10
2,500 192 10
6,000 38 5 露地栽培

6,000 108 5 無加温施設栽培

(注)１．りんごはふじ、ぶどうのうち小粒系はデラウェア（ジベレリン処理）、大粒系は巨峰、なしの

　　　うち青なしはおさゴールド、赤なしは幸水、ももは白鳳、おうとうは佐藤錦、かきは富有による

　　　ものとする。

　　２．10アール当たり生産量及び労働時間は、成園に係るものである。

　　３．機械の適正利用規模については、「高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関

　　　する基本方針」（平成15年7月17日農林水産省告示第1048号）に準ずるものとする。

キ ウ イ フ ル ー ツ

パ イ ン ア ッ プ ル

か き

く り

う め

す も も

　　　　　　　    区  分
 果樹の種類

う ん し ゅ う み か ん

な つ み か ん

は っ さ く

か
ん
き
つ
類
の
果
樹

い よ か ん

な し

も も

お う と う

び わ

り ん ご

ぶ ど う

小 粒 系

大 粒 系



２ 効率的かつ安定的な果樹園経営の指標

果樹農業の持続的な発展を図るためには、効率的かつ安定的な農業経営（主たる
農業従事者の年間労働時間が他産業従事者と同等であり、主たる従事者１人当たりの
生涯所得が他産業従事者と遜色ない水準を確保し得る生産性の高い営農を行う経営）
を育成し、これらの農業経営が果樹生産の相当部分を担う農業構造を確立することに
より、生産性の高い果樹農業を展開することが必要である。

このため、育成すべき経営体の具体的な姿として、代表的な経営類型ごとに経営
指標を示す。



【新たな果樹農業振興基本方針】効率的かつ安定的な果樹園経営の指標（27年目標）

果 樹 複 合 観光果樹園

ha

つがる 0.6 巨峰 幸水 1.0 ぶどう ﾃﾞﾗｳｴｱ 0.4

 極早生 0.9  極早生 0.5  極早生 0.5 ｼﾅﾉｽｲｰﾄ 0.6  露地 0.7 豊水 1.0  巨峰 0.5 巨峰 0.4

 早生 0.9  早生 0.5  早生 0.5 ふじ 1.2  無加温 0.2 新高 0.5  ﾋﾟｵｰﾈ 0.5 ﾋﾟｵｰﾈ 0.4

 普通 0.9  普通 0.5  普通 0.6  加温 0.2 もも 甲斐路 0.4

不知火 0.7 不知火 0.8 ﾋﾟｵｰﾈ  日川白鳳 0.15

 露地 0.7  白鳳 0.15

 川中島白桃 0.15

3,000 3,000 2,800 りんご 3,100 ぶどう 1,200 なし 2,500 ぶどう 1,200 ﾃﾞﾗｳｴｱ 1,500

(101) (101) (94) (132) (98) (99) (98) (122)

巨峰 1,200

(98)

不知火 2,200 不知火 2,100 もも 1,800 ﾋﾟｵｰﾈ 1,200

(－) (－) (102) (98)

甲斐路 1,200

(98)

123 123 105 りんご 156 ぶどう なし 166 ぶどう 187 ﾃﾞﾗｳｴｱ 266

(58) (58) (49) (65)  露地 187 (51) (40) (57)

(40) 巨峰 276

 無加温 294 (60)

不知火 134 不知火 107 (－) もも 147 ﾋﾟｵｰﾈ 306

(－) (－)  加温 317 (48) (66)

(－) 甲斐路 314

(68)

329 350 320 りんご 432 ぶどう なし 524 ぶどう 552 ﾃﾞﾗｳｴｱ 886

(65) (69) (63) (87)  露地 588 (67) (55) (88)

(59) 巨峰 886

 無加温 838 (88)

不知火 363 不知火 329 (－) もも 565 ﾋﾟｵｰﾈ 886

(－) (－)  加温 1,159 (79) (88)

(－) 甲斐路 886

(88)

１ 人 当 た り
主たる
従事者

時間

労 働 時 間
補助的
従事者

時間

時間

時間

万円

万円

(注)１．技術水準については、現時点で一定程度の普及が見込め、１０年後には一般化する見通しのあるものとし、また、農業の自然循環機能の維持・

　　　増進に資するものを極力見込んでいる。

　　２．１０ｱｰﾙ当たりの単収については、成園化率を考慮し、経営面積で平均したものである。

　　３．１０ｱｰﾙ当たり労働時間は、成園における労働時間であり、観光果樹園については、直売や顧客管理等に係る時間を加算したものである。

　　４．単収欄の（　）内は、平成11～14年の平均単収（野菜・果樹品目別統計から試算）を１００とした場合の指数である。

　　５．労働時間欄の（　）内は、平成14年労働時間（野菜・果樹品目別統計）を１００とした場合の指数である。

　　６．費用合計欄の（　）内は、平成14年の野菜・果樹品目別統計から試算した費用合計を１００とした場合の指数である。

　　７．総労働時間は、四捨五入の関係で主たる従事者、補助的従事者及び雇用労働時間の合計と一致しないところがある。

　　８．参考試算値において、労賃、果実価格については近年の水準を前提として試算したものであり、粗収入は四捨五入の関係で経営費及び所得の

　　　　合計と一致しないところがある。

うん
しゅう
みかん

うん
しゅう
みかん

うん
しゅう
みかん

うん
しゅう
みかん

うん
しゅう
みかん

１人当たり所得

主 た る 従 事 者

経 営 規 模

生
　
　
産
　
　
性

雇 用 労 働 時 間

総 労 働 時 間

粗 収 入

経 営 費

作 付 面 積

単 収

10 ア ー ル
当 た り
労 働 時 間

10 ア ー ル
当 た り
費 用 合 計

南東北以西

ha

千円

時間

kg

南東北以西

施設栽培の組
合せ

うんしゅうみかん

関　東　以　西

か　　ん　　き　　つ

2.2

うん
しゅう
みかん

うん
しゅう
みかん

り　ん　ご

東北・東山

うんしゅうみかん うんしゅうみかん

南東北以西

な　　　しぶ　ど　う

南東北以西

1,950×1人2,000×1人

1,200×1人

4,300

250 1,1001,050

省力型棚栽
培、人工受粉
機

3,800

2,000×1人

650×1人1,000×1人

800

4,000 2,600

900×1人

1,700×1人

1,900

1,150

わい化栽培、
訪花昆虫によ
る受粉、高所
作業車

1.8 2.5 1.52.4

もも低樹高栽
培、フェロモ
ン剤、高所作
業車

1.6

2,000×1人

500

550

1,6501,350

800500

2,500 3,700

（

参
考
試
算
値
）

労
働
時
間

1,900×1人

2,700

650

850×1人

1,850×1人

3,200

万円

熟期の異なる
品種の組合せ
による収穫期
間の長期化

500

1,100

スピードスプ
レヤー、摘果
剤、樹冠上部
摘果の導入に
よる連年安定
生産

1,050

1,200

0

1,000×1人

650

1,900×1人

750600 650

1,150 1,550

950

600

技 術 体 系

2.4

0

傾斜地用作業
機、摘果剤、
樹冠上部摘果
の導入による
連年安定生産

550×1人

傾斜地用作業
機、摘果剤、
樹冠上部摘果
の導入による
連年安定生産

2.7

うん
しゅう
みかん

800×1人

うん
しゅう
みかん

600600

1,250

650600



第５ 果実の流通及び加工の合理化に関する基本的な事項

１ 果実の流通の合理化
(1) 販売・流通形態の変化に応じた販売の推進

流通ルートや販売形態の多様化等の変化に対応し、消費者に信頼性の高い商品
を供給するため、品質管理体制の一層の強化を図るものとする。

また、産地自らが果実専門店、量販店等多様な販売形態に即して果実の品質や
出荷形態を見直すなどの取組を戦略的に進める。特に、卸売市場法の改正に対応
して、流通業者、販売業者等との連携のもとでブランド品等を活用しつつ、多様
化する流通ルートを活用した積極的な販売に取り組むものとする。

(2) 流通コストの低減
流通面でのコスト低減を進める観点から､現行の外観を重視した果実の全国標準

規格の廃止を含め、生産出荷団体による果実の出荷規格の見直しを検討する。
また、環境負荷の低減を図る観点から流通形態を見直すとともに､リサイクル可

能な通いコンテナ等を使用した流通システムの確立を図りつつ、その導入等の取
組を促進するものとする。

なお、流通コストの低減の推進に当たっては、各段階でのコストを明確化する
とともに、産地においてもコスト意識をもって流通コストの低減に取り組むこと
が必要である。

さらに、生産から小売りまでの一貫した取引の電子化を進めつつ、電子タグ等
の活用により、取引情報と物流の合理化を推進するものとする。

２ 果実の加工の合理化
(1) 高品質果実製品の生産

今後とも果樹生産に伴い不可避的に発生する加工原料用果実を利用するため、
ストレート果汁等の高品質果実製品の生産を促進するとともに、加工原料用果実
を安定供給するため、生産者団体と加工業者との長期取引契約を引き続き推進す
るものとする。

また、果汁以外の果実製品についても、果皮等に含まれる有効成分の抽出等の
研究開発を進め、新規需要の開拓を図るとともに、国産果実製品としてのブラン
ド化を進めることが必要である。

(2) 果汁工場の再編・合理化
みかん果汁工場は、低価格で輸入されるオレンジ果汁の影響で販売環境が悪化

し、経営が厳しいことから、コストの低減、高品質果汁生産へのシフト等を推進
、 、 。するとともに 搾汁量が減少している工場は 再編も視野に入れた合理化を図る

また、健康志向に見合った需要を開拓するため、機能性成分を損なわないよう
な製品開発の推進や、加工に適する原料果実の確保や製造・保管における高度管
理システムの導入を図るものとする。

(3) 原料原産地表示の推進
果実飲料の原料原産地表示の義務化について引き続き検討するとともに、当面

は製造業者が強調表示するよう推進するものとする。
また、国産果実製品に含まれる健康機能性成分等を、消費拡大の観点から積極

的にＰＲすることも重要である｡



第６ その他必要な事項

１ 食の安全及び消費者の信頼の確保、環境保全の推進等
食の安全や環境問題に対する国民の関心の高まりに対応するため、たい肥の施用

等の果樹生産の基盤となる土づくりを基本とし、化学合成農薬の使用を減少させる
フェロモン剤や草生栽培などを取り入れた持続性の高い農業生産方式の導入を推進
する。また、これに取り組む農業者(エコファーマー)の育成、新技術の開発を引き
続き推進するとともに、食品安全のためのＧＡＰ（適正農業規範）の導入・普及に
対する積極的な取組を推進するものとする。

さらに、加工残さ等の未利用有機性資源の飼料、たい肥等への活用を推進し、環
境負荷の低減等循環型社会の形成を図るものとする。

加えて、鳥獣害被害の低減に向けた個体数管理、被害防止対策等について、一体
的な取組を推進するものとする。

２ 多面的機能の発揮
果樹農業は、果実の生産供給だけでなく、その生産活動を通じた「保健休養・や

すらぎ・いやし 「農業体験活動の場の提供 「良好な景観の形成」等の多面的な」、 」、
機能を発揮しており、国民からの期待も大きなものとなっている。

これらの機能は、持続的な生産活動を通じて発揮されるものであることから、中
山間地域等直接支払制度等を活用しつつ、果樹農業の持続的発展を図るとともに、
観光農園などの都市農村交流等を通じた農村の振興を図り、多面的機能の一層の発
揮に努めることとする。

３ 低コスト・高品質生産技術の推進
消費者ニーズに対応した果実を低コストで生産するため、現在普及しつつある低

樹高仕立て栽培等の省力化技術の導入、多品目・多品種経営による出荷時期の分散
を推進するとともに、試験研究機関と連携し実用性の高い技術の開発により、生産
の省力化・低コスト化を促進するものとする。

また、品質の高い新品種の導入、マルチ栽培、土づくり等による品質向上のため
の取組を推進するものとする。



（参考）
果樹産地構造改革計画の考え方及び内容

果樹産地構造改革計画の考え方 《 果樹産地構造改革計画の内容（個別事項のイメージ 》）

現状 目指すべき姿（目標） 目標達成のための手段

〈担い手の明確化〉１ 対象となる果樹、産地
○ 規模別、年齢別、主副業 ○ 担い手の考え方、担い手以 ○ 担い手の支援手段○ 対象となる果樹は、政令指定１３品目を中心とするが、

別農家戸数 従事者数 う 外の産地構成員の役割 ○ 認定農業者の育成手段その他の果樹も対象とする。１３品目以外の品目について 人的 、 （

ち認定農業者） ○ 担い手数の目標 ○ 新規就農者の確保・育成は、都道府県果樹農業振興基本計画における振興品目に 体制
○ 後継者の確保状況 ○ 認定農業者数の目標 手段位置づけられるものを対象とする。

○ 新規就農者数の目標○ 対象となる産地の範囲は、原則として集出荷施設を
核として一体的に生産出荷を行っている生産出荷組織、

〈販売戦略〉又は同一の地域で共通する主産品目を生産する地縁的な
○ 直販、市場等出荷の目標 ○ 販売体制の改善手段集団とする。計画の実効性の高い範囲を産地で設定する。 販売

○ ブランド品の状況、ブラ ○ ブランドの考え方、ブラン ○ 販売促進の手段体制
ンド率 ド率の目標２ 計画策定主体（検討体制）

○ 計画策定主体（検討体制）は、原則として、生産者の
〈園地の明確化〉代表者、農業協同組合、市町村、普及センター、農業

○ 園地の傾斜、土壌条件 ○ 維持する園地、廃園する園委員会等により組織する産地協議会とする。
○ 放任園地の状況 地の明確化○ 計画策定については、ボトムアップで行う。

〈園地集積〉

○ 園地集積の状況 ○ 担い手の園地面積の目標 ○ 担い手への園地集積計画３ 産地計画の内容
（全園地面積とそのうち担い （農地利用計画 、計画達○ 目標年次（原則として５年間とする） ）

手の園地面積の目標） 成の手段（利活用事業等）○ 目指すべき産地の姿（理念）
○ 産地の合意形成のための内容

〈基盤整備〉○ 産地の現状を踏まえた目指すべき産地の姿（目標）
○ 基盤整備の状況、基盤整 ○ 新たな基盤整備をする園地 ○ 基盤整備の計画、計画達及び目標達成のための手段（右表）

備に係る生産者の意向 面積の目標 成の手段（利活用事業等）生産
体制４ 産地への支援・計画の評価

〈優良品目・品種への転換〉○ 国による産地への支援は、原則として、産地計画の
○ 品目・品種別の栽培面 ○ 品目・品種別の生産量、産 ○ 品目・品種の改植等の計策定、実行を要件とするが、支援を行った場合には、

積、生産量、産出額（う 出額の目標 うち担い手分 画、計画達成の手段（利活一定期間後に、計画の達成状況について評価を行う。 （ ）

ち認定農業者） ○ 改植等の目標 用事業等）○ 評価の方法等については、果樹が永年性作物であること
○ 品目・品種転換に係る生の特性に留意する。

〈生産技術の向上〉産者の意向

○ 生産技術向上の目標 ○ 生産技術向上の手段※ 中山間地域等直接支払制度については、計画内容の整合を
図るとともに、計画策定から評価までの一連の流れについて

〈労働力の確保〉参考にする。
○ 品目・品種別の労働時 ○ 労働力調整に係る目標 ○ 労働力調整の手段

間、労働力保有状況

○ 環境保全型農業の取組みに ○ 環境保全型農業の手段その他

係る目標



資料５－３

新たな果樹農業振興基本方針の策定に係る審議の進め方（案）

日 時 記 事

平成２１年６月２日 第１回開催

・うんしゅうみかん及びりんご

適正生産出荷見通しの審議

・基本方針検討の諮問

７月上旬 第２回開催

・課題と論点に関する審議（第１回）

８月 第３回開催

・課題と論点に関する審議（第２回）

９月～１０月 現地調査（２カ所程度）

１１月以降 骨子、具体的な政策の方向の審議

※開催回数等は議論の方向を踏まえて決定

平成２２年３月 第１０次 果樹農業振興基本方針 答申



果樹政策の見直しに係る検討の視点について（議論の素材）

【２

 

産地機能の評価】
産地計画を軸とした産地独自の

取り組みの加速

【２

 

産地機能の評価】
産地計画を軸とした産地独自の

取り組みの加速

【１

 

検討の起点】
果実・果実加工品の消費拡大・

流通の多様化への対応

【１

 

検討の起点】
果実・果実加工品の消費拡大・

流通の多様化への対応

【３

 

ニーズに応えた供給力強化】
多様な生産・販売ルートの確保

販売価格・販売量の確保

【３

 

ニーズに応えた供給力強化】
多様な生産・販売ルートの確保

販売価格・販売量の確保

○食生活の中での果物の位置づけは。ニーズの変化に対応しているか。
（ライフスタイル、おいしさの感覚、健康、生果か加工品か）

○需要者のニーズに着目した戦略的な情報の提供がなされているか。
○食品の販売形態の多様化（CVS、ネット販売等）への対応。

○産地と消費地をつなぐ情報ルートが確保されているか。

○産地と卸、仲卸、小売業者間のパートナーシップを強化による、安定し

 
た取引環境の構築。

○産地の販売戦略に基づく栽培技術の徹底、ニーズにあった品目・品種

 
の栽培を通じた顧客が満足できる果実の供給。

○市場出荷のみならず、販売ルートの多角化を推進。観光農園も含めた

 
6次産業としての位置づけも視野。

○産地や加工業者等のマーケティング力を生かした、加工・業務用果実、

 
輸出向け果実の生産・流通体制の整備。

○マーケティングに基づいた生産・出荷の推進体制の整備。
○高齢化が進む中での園地流動化の促進、園地及び栽培技術の承継。
○新規就農者に対する技術支援、園地の提供システムに係る課題。

【４

 

産地育成のための基盤施策】
果樹経営支援・需給安定対策の

 
見直し、各種産地育成策の強化

 

【４

 

産地育成のための基盤施策】
果樹経営支援・需給安定対策の

 
見直し、各種産地育成策の強化

産地育成のため

 
の下支え

○産地の販売戦略に基づいた優良品目・品種への転換支援。
○計画的な生産・出荷の推進と緊急的な需給調整の実施による価格・供

 
給量の安定化。
○果樹経営にフィットした農地整備の推進（代替園、育苗ほの設置等）。
○産地の企画販売力の向上への支援。

検討の流れ 検討の視点（例示）
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果樹産地構造改革計画に

 
基づく産地支援

 

果樹産地構造改革計画に

 
基づく産地支援

新たな果樹対策（H19～）

需給安定対策
【計画生産・緊急需給調整】

果樹経営支援対策
【品目転換・小規模園地整備等】

（参考）

 
果 樹 政 策 の 見 直 し に つ い て（スケジュール等）

現行対策現行対策 産地改革に向けたキーワード（中期的課題）産地改革に向けたキーワード（中期的課題）

2008（H20）年度 2009（H21）年度 2010（H22）年度

食料・農業・農村
政策審議会

現行対策

新たな果樹政策

2011年度

企画部会
新基本計画の

 
策定（３月）

果樹部会（６月）
基本方針策定を諮問

果樹部会（6月）
生産出荷見通し審議

果樹部会（３月）
基本方針答申

検討の
スケジュール

23年度予算要求

（新たな果樹対策含む）

新果樹対策

 
運用開始

果樹部会（6月）
生産出荷見通し等審議

２１年度に対応すべき課題（足下の課題）２１年度に対応すべき課題（足下の課題）

○果樹産地構造改革計画を軸とした産地の取組の深化
・先進的な推進事例のフォロー、未策定産地への推進
・産地の状況を踏まえた果樹経営支援対策の運用改善

 

等
・品質改善・大幅な労力低減に資する革新的な技術の普及
→かんきつマルドリ（新農政2008記載）、なしジョイント栽培等

○需給安定対策の強化
・極早生みかん対策の強化、機動的な需給安定対策の実施等

○加工・業務用需要の創出
・新商品の開発促進による需要喚起

 

等
・中間事業者を核としたサプライチェーンの構築

○マーケティングに立脚した果実消費拡大戦略の展開
・機能性成分や栄養成分の情報提供、食育との連携

 

等
○輸出対策
・検疫条件に応じた栽培管理体制の構築、安定・継続的な輸
出を実現させるための産地育成

 

等

○果樹産地構造改革計画を軸とした産地の取組の深化
・先進的な推進事例のフォロー、未策定産地への推進
・産地の状況を踏まえた果樹経営支援対策の運用改善

 

等
・品質改善・大幅な労力低減に資する革新的な技術の普及
→かんきつマルドリ（新農政2008記載）、なしジョイント栽培等

○需給安定対策の強化
・極早生みかん対策の強化、機動的な需給安定対策の実施等

○加工・業務用需要の創出
・新商品の開発促進による需要喚起

 

等
・中間事業者を核としたサプライチェーンの構築

○マーケティングに立脚した果実消費拡大戦略の展開
・機能性成分や栄養成分の情報提供、食育との連携

 

等
○輸出対策
・検疫条件に応じた栽培管理体制の構築、安定・継続的な輸
出を実現させるための産地育成

 

等

果樹経営支援対策運用改善・需給安定対策の的確な実施等（H19～H22）

新たな果樹農業基本方針の政策への反映
新たな果樹農業

 
基本方針の策定

○果実の消費拡大・流通の多様化への対応
・需要者、消費者が求めるニーズの把握
・産地と消費地をつなぐ情報ルートの確保

○産地計画を軸とした産地独自の取組の加速
・マーケティングに即した生産出荷体制の整備
・売れる品目・品種への転換
・園地の継承、人材の育成・確保

○ニーズに応えた供給力の強化
・販売ルートの多角化
・加工・業務用対策の加速
・産地の企画販売力の強化

○果樹経営支援対策・需給安定対策の評価と
見直し

○果実の消費拡大・流通の多様化への対応
・需要者、消費者が求めるニーズの把握
・産地と消費地をつなぐ情報ルートの確保

○産地計画を軸とした産地独自の取組の加速
・マーケティングに即した生産出荷体制の整備
・売れる品目・品種への転換
・園地の継承、人材の育成・確保

○ニーズに応えた供給力の強化
・販売ルートの多角化
・加工・業務用対策の加速
・産地の企画販売力の強化

○果樹経営支援対策・需給安定対策の評価と
見直し
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